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第

二

十

四

号

議

案 

  

江

戸

川

区

住

宅

等

整

備

事

業

に

お

け

る

基

準

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正 
す

る

条

例 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

  

平

成

二

十

七

年

二

月

十

七

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見 
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江

戸

川

区

住

宅

等

整

備

事

業

に

お

け

る

基

準

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

江

戸

川

区

住

宅

等

整

備

事

業

に

お

け

る

基

準

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

七

年

十

二

月

江

戸

川

区

条

例

第

五

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

条

に

次

の

三

号

を

加

え

る

。 

 

十 

共

同

住

宅

等 

特

定

共

同

住

宅

及

び

小

規

模

共

同

住

宅

を

い

う

。 

 

十

一 

特

定

共

同

住

宅 

事

業

区

域

面

積

を

問

わ

ず

、

三

階

以

上

か

つ

十

戸

以

上

の

共

同

住

宅

又

は

一

団

の

土

地

（

一

体

的

に

利

用

さ

れ

て

い

る

土

地

又

は

同

一

の

者

が

所

有

し

て

い

る

土

地

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

建

築

す

る

四

十

戸

以

上

の

共

同

住

宅

を

い

う

。 

 

十

二 

小

規

模

共

同

住

宅 
事

業

区

域

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

の

共

同

住

宅

の

う

ち

、

特

定

共

同

住

宅

で

な

い

も

の

を

い

う

。 

 

第

四

条

第

一

項

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

一 

事

業

区

域

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

の

次

に

掲

げ

る

建

築

物

を

建

築

す

る

事

業 

イ 

共

同

住

宅 

ロ 

一

戸

建

て

の

住

宅

及

び

共

同

住

宅

以

外

の

建

築

物

（

以

下

「

そ

の

他

の

建

築

物

」

と

い

う

。

） 

 

二 

事

業

区

域

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

特

定

共

同

住

宅

を

建

築

す

る

事

業 

 

三 

一

団

の

土

地

を

三

区

画

以

上

に

分

割

し

、

一

以

上

の

一

戸

建

て

の

住

宅

を

含

む

建

築

物
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を

集

団

と

し

て

建

築

す

る

事

業

（

以

下

「

戸

建

て

開

発

」

と

い

う

。

） 

 
第

四

条

第

二

項

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

項

第

三

号

中

「

住

宅

」

を

「

一

戸

建

て

の

住

宅

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

の

各

号

」

を

削

る

。 

 

第

八

条

第

二

項

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

４ 

建

築

物

の

建

築

（

用

途

変

更

を

除

く

。

）

を

行

う

事

業

者

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

協

議

の

申

出

の

日

以

前

か

ら

第

十

二

条

に

規

定

す

る

工

事

着

手

の

届

出

の

日

ま

で

の

間

、

区

長

が

別

に

定

め

る

様

式

に

よ

る

標

識

を

事

業

区

域

内

の

公

衆

の

見

や

す

い

場

所

に

掲

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

江

戸

川

区

中

高

層

建

築

物

の

建

築

に

係

る

紛

争

の

予

防

と

調

整

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

四

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

二

十

一

号

）

第

六

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

標

識

の

設

置

等

を

行

っ

て

い

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

第

十

五

条

第

一

項

中

「

こ

の

限

り

で

な

い

」

を

「

当

該

地

域

の

定

め

に

よ

る

」

に

改

め

、

同

条

中

第

二

項

を

第

三

項

と

し

、

第

一

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

２ 

敷

地

面

積

の

一

部

に

区

長

が

別

に

定

め

る

都

市

計

画

道

路

の

区

域

の

面

積

が

含

ま

れ

る

場

合

、

当

該

都

市

計

画

道

路

の

区

域

の

面

積

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

確

保

す

べ

き

一

区

画

の

敷

地

面

積

に

は

含

め

な

い

。 

 

第

二

十

三

条

中

「

第

四

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

二

号

の

事

業

に

係

る

住

宅

（

以

下

「

住

宅

と

い

う

。

）

並

び

に

同

条

第

三

号

の

事

業

に

係

る

」

を

「

共

同

住

宅

等

及

び

戸

建

て

開

発

に

係

る

住

宅

（

以

下

「

住

宅

」

と

い

う

。

）

又

は

そ

の

他

の

」

に

改

め

る

。 

 

第

三

十

一

条

中

「

共

同

住

宅

等

」

を

「

特

定

共

同

住

宅

」

に

改

め

る

。 

」 」 
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第

三

十

七

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

省

エ

ネ

ル

ギ

ー

） 
第

三

十

七

条

の

二 

事

業

者

は

、

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

に

よ

り

、

区

民

が

豊

か

で

快

適

な

暮

ら

し

を

享

受

で

き

る

よ

う

、

省

エ

ネ

ル

ギ

ー

設

備

の

整

備

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。 

 

第

四

十

条

の

見

出

し

中

「

幅

員

」

の

下

に

「

及

び

公

園

等

の

面

積

」

を

加

え

、

同

条

中

「

住

宅

」

を

「

小

規

模

共

同

住

宅

及

び

戸

建

て

開

発

に

係

る

住

宅

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

２ 

都

市

計

画

法

施

行

令

第

二

十

九

条

の

二

第

一

項

第

五

号

及

び

第

六

号

の

規

定

に

よ

り

設

置

す

べ

き

公

園

、

緑

地

又

は

広

場

（

主

と

し

て

住

宅

の

建

築

の

用

に

供

す

る

目

的

で

行

う

開

発

行

為

に

お

い

て

設

置

す

べ

き

施

設

の

種

類

は

、

公

園

の

み

と

す

る

。

）

の

一

箇

所

当

た

り

の

面

積

の

最

低

限

度

及

び

そ

れ

ら

の

面

積

の

合

計

の

開

発

区

域

の

面

積

に

対

す

る

割

合

の

最

低

限

度

は

、

別

表

第

二

に

定

め

る

値

と

す

る

。 

 

別

表

に

次

の

一

表

を

加

え

る

。 

別

表

第

二

（

第

四

十

条

関

係

） 

 

公

園

、

緑

地

又

は

広

場

の

一

箇

所

当

た

り

の

面

積

の

最

低

限

度

及

び

そ

れ

ら

の

面

積

の

合

計

の

開

発

区

域

の

面

積

に

対

す

る

割

合 

   

開

発

区

域

の

面

積 

一

箇

所

当

た

り

の

面

積

の

最

低

限

度 

開

発

区

域

の

面

積

に

対

す

る

割

合 
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付 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

七

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

日

前

に

、

法

令

に

基

づ

く

許

可

若

し

く

は

確

認

が

さ

れ

、

又

は

申

請

が

さ

れ

た

事

業

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

３ 

こ

の

条

例

の

施

行

日

前

に

、

現

に

改

正

前

の

江

戸

川

区

住

宅

等

整

備

事

業

に

お

け

る

基

準

等

に

関

す

る

条

例

第

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

協

議

の

申

入

れ

が

さ

れ

て

い

る

事

業

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

た

だ

し

、

施

行

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

以

内

に

、

当

該

事

業

を

行

う

に

当

た

り

必

要

な

法

令

に

基

づ

く

許

可

又

は

確

認

が

行

わ

れ

な

い

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

  

一

ヘ

ク

タ

ー

ル

以

上 

一

ヘ

ク

タ

ー

ル

未

満 

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル 

百

五

十

平

方

メ

ー

ト

ル 

六

パ

ー

セ

ン

ト 

五

パ

ー

セ

ン

ト 
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（

説

明

） 

 

事

業

区

域

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

の

事

業

に

つ

い

て

は

、

建

築

物

の

用

途

に

か

か

わ

ら

ず

条

例

の

適

用

対

象

と

す

る

と

と

も

に

、

建

築

計

画

の

近

隣

周

知

等

に

つ

い

て

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


